
令和６年度 第３回 文京区地域包括ケア推進委員会 要点記録 

 

日 時：令和６年１２月２５日（水）午後１時３０分から午後２時３８分まで 

場 所：文京シビックセンター２４階 区議会第二委員会室 

 

＜会議次第＞ 

１ 開会 

２ 議事 

（１） 令和５年度地域ケア会議実績報告について      【資料第１号】 

（２） 令和６年度介護予防支援・介護予防ケアマネジメント受託事業者名簿登

録について                    【資料第２号】 

（３） 旧本郷六丁目介護予防拠点跡地における看護小規模多機能型居宅介護施

設の整備について                 【資料第３号】 

（４） 指定地域密着型サービス事業所の指定状況について  【資料第４号】 

（５） 指定地域密着型サービス事業所の利用状況について  【資料第５号】 

３ その他 

４ 閉会 

 

＜出席者＞ 名簿順（敬称略） 

文京区地域包括ケア推進委員会委員 

平岡 公一委員長、飯塚 美代子副委員長、今井 瑠璃、萩野 礼子、 

新井 悟、後藤 紀行、片岡 哲子、諸留 和夫、大橋 久、青山 智、 

細谷 富男、片井 健友、太田 道之、岩波 康人 

 

＜事務局＞ 

木内地域包括ケア推進担当課長、瀬尾高齢者福祉課長、木村福祉政策課長、 

田口健康推進課長、野中高齢者施設担当係長（代理）、魚躬事業指導係長（代

理）、小川原センター長 
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＜傍聴者＞ 

1人 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

１ 開会 

 

木内地域包括ケア推進担当課長：これより、令和６年度第３回地域包括ケア推

進委員会を開催いたします。 

  事務局を担当いたします地域包括ケア推進担当課長の木内でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

  本日は年末のお忙しい中、本委員会にご出席いただきまして誠にありがとう

ございます。 

  議事の進行につきましては、平岡委員長にお任せしたいと思います。 

  では、委員長、よろしくお願いいたします。 

平岡委員長：それでは、令和６年度第３回文京区地域包括ケア推進委員会を開

催いたします。年末も暮れとなってお忙しい中、お集まりいただきありがと

うございます。今日は、ご欠席の委員もいつもよりは少し多いように思いま

すけれども、議題は５件ございまして、委員の皆様の自由なご意見、ご発言

をもとに議論できるといいなと思いますので、それぞれのお立場、専門領域

からご審議をいただきまして、積極的にご発言いただくようお願いいたしま

す。 

  では、事務局より、出欠状況、配付資料の確認等、お願いいたします。 

＜木内地域包括ケア推進担当課長より、出欠状況報告、配布資料の確認＞ 

平岡委員長：ありがとうございました。 

 

２ 議事 

 

平岡委員長：それでは、議題のほうに入りたいと思います。 

  議題１「令和５年度地域ケア会議実績報告について」です。事務局からのご

説明をお願いいたします。 
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＜木内地域包括ケア推進担当課長より、資料第1号の説明＞ 

＜小川原委員より、資料第1号について補足説明＞ 

平岡委員長：ありがとうございました。大変多くの課題を検討されておられた

ということですね。今の話で理解できたかと思います。 

  先ほど課長からのご説明は小さい会議のまとめということですけれども、資

料第1号の２ページ目のほうは地域ケア個別会議ということで、その個別のケ

ースの対処方針の検討であるとか、その課題の発見ということを中心にした会

議で、それから３ページ目は、地域ケア連絡会議ということで、地域づくりや

地域の資源の開発などの課題の検討を中心にして検討されているものというこ

とですが、重なっているところもかなりあるかと思います。そして、この委員

会は１ページ目の図で言えば、政策形成機能を期待されているということにも

なりますので、ここで地域ケア会議で検討をされた課題について、少し自由に

ご意見をいただいて、何か具体的な政策課題につながるような議論もできると

いいのではないかと思うところです。確認したい点などご質問もあるかと思い

ますので、ご質問、ご意見、自由にご発言いただければと思います。どうぞお

願いいたします。 

片井委員：片井です。何点か教えてください。 

  1ページ目の令和５年度会議実績報告について、回数が明記されていると思

うのですけれども、後ろのページでは、実績報告と書かれているのですが、回

数が一致していないのは、抜粋という認識でよろしいですか。それとも、忙し

くて開催されなかったということでございますか。 

平岡委員長：どうぞ。 

木内地域包括ケア推進担当課長：そうですね。表現が紛らわしくて失礼いたし

ました。回数が実績となります。2、3ページ目は正確には抜粋となります。 

片井委員：あともう一点。令和５年度なので、去年のことだと思うんですけれ

ども、ここで討議をされて、例えばケアマネさんたちがパワハラを受けたり

とか、そういうところでハラスメントの相談先がないというところが、令和

５年度の時点で区レベルで検討が望まれる課題として提議されているんです

が、これに対しての改善策というか、区はこういうことをやるよとかという

表記があったほうが良いと思います。今の問題点であれば検討しますでいい



 －３－ 

と思うんですけれども、去年の会議の結果でこういう提議がされていること

に対して、今、検討ではなくてこういうふうに対応しているとかといった表

記は、今まで含めてされていないのでしょうか。 

木内地域包括ケア推進担当課長：資料の表記についてということでよろしかっ

たですか。 

  そうですね。例えば、個別の会議が今年度に行われて、令和５年度中に地域

の会議に必ず挙がるというわけではないので、時差があると思うんですね。さ

らに、その地域の会議で行われたものがその年度の同じ時期にここに表現でき

るとは限らないので、少し表現方法の工夫は必要かなというふうに思います。 

片井委員：意味が分かりました。年度の書類だから書いていないってことで、

例えば、もちろん令和５年度なので、令和６年の３月31日までの内容なので、

もう今年の12月だって令和６年度で区としてはこれについて予算をつけてこ

ういうことを検討しているとかということを公開していただいたほうが、よ

り区民は安心し、アピールできるんじゃないかと思うのですが。 

木内地域包括ケア推進担当課長：ありがとうございます。 

  先ほど小川原委員のほうから、車いすステーションについてご報告させてい

ただいたところですが、今、ご意見いただいたとおり、課題として表現された

ものについて口頭の回答ではなく、資料として明確に残ったほうが分かるので

はないかということでよろしかったでしょうか。 

片井委員：はい。 

木内地域包括ケア推進担当課長：今後、工夫させていただきたいと思います。

ありがとうございます。 

片井委員：ありがとうございます。 

平岡委員長：いい質問をしていただいて、ありがとうございました。 

  つまり、この資料の２ページ、３ページの一番の右の列ですね。地域の共通

課題の解決策の案とありますけれども、これは昨年度の段階で解決策の案とし

て出されたもので、これはいろいろと地域の中での取組であるとか、区の対応

である程度問題解決が図られているものもあると。そういう理解でよろしいで

しょうかね。 

木内地域包括ケア推進担当課長：おっしゃるとおりで、解決が図られているも
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のと、引き続き課題になっているものとがあるかと思いますので、そこも含

めて結果が分かるように報告するように心がけたいと思います。 

平岡委員長：ありがとうございました。 

  資料については形式的なことになるんですけれど、実質的な内容から言うと、

テーマ別にまとめていただいているわけですね。番号は大体テーマ別というこ

とだと思うのですが、それについて特に今年度、先ほど車椅子の貸与に係るご

説明がありましたけど、そのほか区の対応であるとか、地域の取組でかなりの

解決が図られたというか、改善が行われたものがあれば紹介していただけると

いいかなと思いますがよろしいでしょうか。あまり準備されていないかもしれ

ないので、分かる範囲で結構だと思います。 

木内地域包括ケア推進担当課長：ありがとうございます。 

  全てに対しての答えは、今、できかねるのですけれども。例えば、先ほどご

意見のあったハラスメントの相談先がないということにつきまして、ケアマネ

ジャーさんが集まるような会でもやはりそういった場が欲しいとか、どういう

ところに相談したらいいのかというご意見も聞かれているという状況です。こ

れについての対応として、一つは、東京都のほうで相談窓口を設けていますの

で、そこを周知していくこと。あとは、やはり同じ立場の方が集まって、皆さ

んがそれぞれどういう工夫をされているのかという意見交換をするのが非常に

有効かと思います。今年度、地域包括ケア推進係で主催しましたケアマネジャ

ーさん対象のケアマネジメント従事者研修の中でも、カスタマーハラスメント

への対応についての研修を１回行っております。１回だけの研修ではなかなか

解決されないので、引き続きこうした職種の方の集まりの中で共有をして対策

を模索していくものかなと思っています。 

  あとは居場所の拡充について、当事者同士が気軽に集まって話せる場につい

てご意見も出ていますけれども、例えば、認知症の当事者の方、それから認知

症施策推進計画を本区でも作成することになりますが、認知症の当事者の方が

集まって語れる場というのが、認知症カフェを中心に少しずつできてきている

ような状況がございます。 

  あとは一番上の短期集中予防サービスについては様々なプログラムを現在も

行っているんですけれども、特化したプログラムもいいのではないかというご
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意見につきましては、受託事業者等と協議しながら検討していきたいと考えて

おります。 

  以上です。 

平岡委員長：ありがとうございました。いろいろな取組が進んでいるというこ

とが分かりました。 

  それでは、今の件に限らず少し自由にご質問、ご意見をいただければと思い

ますが、いかがでしょうか。 

細谷委員：公募委員の細谷です。基本的なことで一つ教えてください。 

  この地域ケア会議において、個別会議、連絡会議、事例確認会ごとの出席さ

れている方というのは、どういった方でしょうか。高齢者あんしん相談センタ

ーの職員の方が中心になるんでしょうか。 

木内地域包括ケア推進担当課長：そうですね。高齢者あんしん相談センターの

主催で行うので、事例検討に関してはケアマネジャーさんであったり、居宅

支援事業所のヘルパーさんであったり、あとは訪問看護が入っていれば訪問

看護ステーションの看護師さんであったり、場合によっては主治医の先生が

入るといったような会議でございます。 

細谷委員：ありがとうございます。 

  あともう一つだけ、すみません。個別のお話なんですけど、資料第1号の2ペ

ージ目の個別会議のところで、駒込は、文化圏の違う住民の増加という、外国

人のお話なんですけども。私、外国人の方の支援の活動なんかも少ししている

ものですから、具体的にどこの国かという情報はありますか。 

木内地域包括ケア推進担当課長：すみません。私がすぐお答えできないのです

けれども、例えば、大塚圏域にはなりますが、小川原委員のほうで状況もし

お分かりになれば、印象で構いませんけれども教えていただけますでしょう

か。 

小川原センター長：すみません。どこの国かというのは残念ながらお伺いして

いません。 

細谷委員：分かりました。駒込ですよね。 

木内地域包括ケア推進担当課長：東南アジア圏の方が増えているかなという印

象はあります。 
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細谷委員：分かりました。 

平岡委員長：よろしいでしょうか。 

飯塚副委員長：飯塚です。 

  連絡会議の大塚のところで包含的な移動支援ということで、今、他区の移動

支援を参考に導入を検討しているということがあるのですが、介護保険以外の

サービスとして文京区がどういう取組をするということを検討しているのかな

と。今、院内介助がありますよね。そのほかにまたこういう形のものも作って

いただけるのかどうか。教えてください。 

木内地域包括ケア推進担当課長：本日、介護保険課長が不在のため、全ては把

握できておりませんが、今のところは、具体的な検討はまだ始められていな

い状況かと思います。 

平岡委員長：よろしいでしょうか。 

飯塚委員：はい。 

平岡委員長：それでは、そのほかいかがでしょうか。オンライン参加の方でも。 

萩野委員：すみません、駒込の会議に私出ていました。このときに出ていた症

例というのは、これは台湾の方ですね。結構長年日本に住んでいて、コロナ

を機に戻ってしまってみたいないろんな状況があって認知症が進んでしまっ

たので、日本語を忘れてしまったりとかで、対応ができなくなったという症

例でした。 

平岡委員長：ありがとうございました。 

  そのほかの点でもどうぞ。ご発言ください。 

  それでは、特に意見などないようでしたら、この議題はこのぐらいで終了と

いうことにさせていただきたいと思います。 

  では続きまして、議題の２に進みます。議題の２「令和６年度介護予防支

援・介護予防ケアマネジメント受託事業者名簿登録について」事務局から説明

をお願いいたします。 

＜木内地域包括ケア推進担当課長より、資料第2号の説明＞ 

平岡委員長：ありがとうございました。 

  ただいまのご説明に関して、ご質問、ご意見があればご発言をお願いいたし

ます。 
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  よろしいでしょうか。ではそれぞれ、今、ご説明いただいたように必要項目

はチェックしていただいて確認済ということ、あるいは問題ないということで

ありますので、これについては承認という扱いにしたいと思います。よろしい

でしょうか。 

  ありがとうございました。 

  続きまして、議題の３に移りたいと思います。 

  議題の３「旧本郷六丁目介護予防拠点跡地における看護小規模多機能型居宅

介護施設の整備について」です。では、事務局から説明をお願いいたします。 

＜野中高齢者施設担当係長より資料第3号の説明＞ 

平岡委員長：ありがとうございました。 

  それでは、このことにつきまして委員の皆様からご意見、ご質問がございま

したらお願いいたします。 

細谷委員：公募委員の細谷です。 

  看護小規模多機能型居宅介護施設（看多機）は比較的珍しいと思うんですけ

ども、議論の経緯としてなぜ看多機なのか。私自身はとても機能として可能性

を感じていて、看多機をここに設置すること自体は非常に前向きに捉えている

んですけれども、どういう経緯なのかというのを教えていただけたらと思いま

す。 

平岡委員長：よろしいでしょうか。 

野中高齢者施設担当係長：ありがとうございます。 

  経緯としましては、介護保険事業計画に基づく基盤整備になっておりまして、

高齢者人口の推移や、サービスの供給量等を見て計画を立てております。今、

看多機自体が区内の北側に１か所しかない状況になっていまして、地域資源的

にいうと、南北に分かれる二つ目という形で整備が進んで、2040年までの量的

な見込を充足するような計画になっていっています。 

平岡委員長：よろしいでしょうか。 

細谷委員：分かりました。 

平岡委員長：どうぞ。 

岩波委員：公募委員の岩波ですけども。 

  教えていただきたいのですが。この計画だと民間とは50年契約なんですが、
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区ともまた50年契約で建物を建てて、それで利用するんでしょうけれども。看

多機ですと多分、道路幅とかそういうので決まっているから拡張工事しないと

なかなか難しいというふうな思いがあるんですけれども。そういうふうなこと

を踏まえて、一体型として50年の賃貸借契約をやっていこうということですか。 

野中高齢者施設担当係長：整備の50年に関しては、定期借地権の一時金の補助

という制度がございまして、そこの活用が50年という縛りがあるものもござ

いまして、50年という設定をしています。 

岩波委員：一体ですよね。 

野中高齢者施設担当係長：はい。隣地を借りる契約も50年ですし、こちらから

事業者に貸し付ける契約も50年と揃っている形になっています。 

岩波委員：だから、建物を建ててこっちは50年、こっちは30年というわけでは

ないですよね。 

野中高齢者施設担当係長：はい。そのとおりです。 

岩波委員：それをちょっと確認したかったんです。民間は50年って書いてある

と思うんですけれど。 

野中高齢者施設担当係長：失礼しました。そこの契約のほうも一致しています。 

岩波委員：分かりました。 

平岡委員長：よろしいでしょうか。 

  そのほかの点、いかがでしょうか。 

  先ほどのご質問ともちょっと関係しますけども、計画に盛り込まれていると

いうことで、以前から検討されていてこのような形で進めるということなんだ

ということですが。先ほどおっしゃったように、非常にこの施設は重要なもの

だという考え方があると思うのですが、実際のサービス利用状況があって、十

分ニーズがある、あるいはその経営上も問題が起きないだろうという、そうい

う判断で今回整備に踏み切るということで進められていると思うんですが、そ

の点はいかがでしょうか。 

野中高齢者施設担当係長：おっしゃるとおり、質と量というところで計画を見

て進めているところなので、相談があってもどんどん建てていいというふう

な認識ではなくて、あくまで使用される量のほうを見込んで施設整備すると

ころになっています。今すぐ必要というよりも、今後に見据えて順次整備を
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していくという計画になっております。 

平岡委員長：どうぞ。 

青山委員：看多機の営業成績については、全国的に赤字事業所が多い状況にな

ります。現在は建築コストもかなり大幅に上がってきて、初期投資が大き過

ぎてなかなか運営でカバーできないというのが実情です。これは建築に関し

て、区のほうの助成か何かをつけるんですか。 

野中高齢者施設担当係長：整備に関しては、東京都の補助を活用しながら、区

の補助も上乗せして整備する形になるので、民間で土地を探して整備するよ

りもメリットのある制度になっているかと思います。 

青山委員：大阪のほうで何か所か看多機を運営しているんですが、やはりなか

なか安定して経常黒字を出し続けるのが難しく、実際には訪問看護であった

り、ほかの事業で埋め合わせをしながら運営している状態なんですよね。な

ので、やっぱりサービスの継続性、始めたサービスを中途で途絶えるという

ことがないような継続性について保証しなければいけないというのがあって。

全く民間で始めているものなので、かなり苦労しながら運営している実態だ

と思うんです。その辺を少し区のほうのバックアップもできるのかなという

ふうには思います。 

野中高齢者施設担当係長：ありがとうございます。 

  現在、看多機の公募を行っておりますが、任意事業でほかの事業所も併設で

きるようになっておりますし、ほかのところも提案して併設できるような形に

はなっています。選定でも介護保険サービスの実績等も踏まえて、決算等も見

ながら進めていきますので、こちらとしても鋭意進めていきたいと思っており

ます。 

青山委員：ありがとうございます。 

平岡委員長：ありがとうございました。 

  そのほか、いかがでしょうか。 

  それでは、特にご意見がないようでしたら、この件につきましては今日はこ

のぐらいということにしたいと思います。 

  次の議題に進めます。議題４「指定地域密着型サービス事業所の指定状況に

ついて」です。事務局から説明をお願いいたします。 
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＜魚躬事業指導係長より資料第4号の説明＞ 

平岡委員長：ありがとうございました。 

  それでは、このことにつきまして、ご質問、ご意見があればご発言をお願い

いたします。 

  よろしいでしょうか。 

  では、この件はこのぐらいにいたしまして、次に移りたいと思います。 

  議題の５「指定地域密着型サービス事業所の利用状況について」です。 

  事務局から説明をお願いいたします。 

＜魚躬事業指導係長より資料第5号の説明＞ 

平岡委員長：ありがとうございました。 

  それでは、このことにつきまして、ご質問、ご意見があればお願いいたしま

す。 

片井委員：片井です。１点、教えてください。 

  通所介護の指定要件なんですが、建物の耐震補強とかというのは何か条件が

あるのでしょうか。要は区がそこに行っていただいて大丈夫ですよと指定する

わけですよね。その辺のところで、その事業者さんの建物なのでどれだけ税金

を入れるかというのはあると思うんですけれど、区としては施設の耐震補強と

かいうところは、どうお考えなのかなと。保育園なんかはどんどん耐震補強し

ていると思うんですけど、通所施設に関してはどういう方針なのか教えていた

だければと思います。 

平岡委員長：地域密着型の通所介護ですね。いかがでしょうか。 

魚躬事業指導係長：通所介護について、資料第４号と重なりますが、施設につ

いては当然耐震上のものもありますが、居宅系とは違いますので、ビルの管

理自体や規模により異なります。指導の中では介護保険施設として必要な要

件、特に防災等の面になりますので、消防用設備点検や避難確保等と火災及

び建物の耐震については、ビルの管理者のほうに責務がいってしまいますの

で、単独建物でない場合は特段事業者には課せられない条件になります。介

護サービスといたしましては、建物の管理もですが、サービス提供、ＢＣＰ

をはじめとする要件が介護制度の基準になりますので、整備・設置基準の段

階で、選定されている施設が基準を満たして開設の届けを受理している状況
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になります。その後の耐震については、特定建築物であれば４年、７年等と

ビルの管理の中の点検については指導のタイミングで実地状況を確認させて

いただいております。 

  以上です。 

片井委員：端的に言うとですね、昭和56年以前の設計基準で造られたものに関

しては、今は改善していないと指定しませんという内容にはなっていないと

いうことでよろしいんですよね。要は、今、求められていることはちゃんと

やっていただいているからお願いしますということで、昔の耐震の建物でも

基準を満たせばお願いしたいという、そういう理解でよろしいでしょうか。 

魚躬事業指導係長：ビルのオーナーには、必ず耐震の義務が課せられておりま

すので、入居されている施設で、なるべく法定点検の控え（写し）等を置い

ていただくようにはお願いしています。区としても、防災上の点もあります

ので、事業者と一緒にお願いしていきたいと思っております。 

平岡委員長：今の件はよろしいでしょうか。 

  では、そのほかのことで、ご質問、ご意見があればよろしくお願いいたしま

す。 

  どうぞ、岩波委員。 

岩波委員：公募委員の岩波です。ちょっと教えていただきたいんですけども。

分からなかったら分からないでいいんですが、数字として今まで地域包括ケ

ア推進委員会のときに在宅をというふうなことがとても強調されていた中で、

数字を見ますと小規模多機能型居宅介護とか、一つあってもどんどん造って

いますが、数値はそんなに満杯で入れないというわけではなく、グループホ

ームみたいな施設の数字のほうが利用率が高いという中で、今度、あえて看

護小規模多機能型居宅介護施設（看多機）を整備すると。結構大変なことは

大変ですよね。ただ、その良さというのは訪問・通い・宿泊というようなも

のを絡めた利用率を高めるということで合意があったのですが、この中を見

ますと結構事業者が大変だなというふうに私は見て、今度、あえてまた看多

機を北ではなく南のほうに造りましょうというふうな考え方ですね。これが

何か甘くない理由はあるんでしょうか。 

木内地域包括ケア推進担当課長：地域包括ケア推進委員会の下に、在宅医療検
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討部会といった在宅療養についての部会がありまして、もしかすると嚙み合

わない回答になってしまうかもしれないんですが、やはり在宅で療養するこ

とのイメージというのがまだまだ皆さんに一般化されていないのではないか

と。サービスがあってもうまく使っていない可能性が多分にあります。要は

周知だけではなくて、すぐ何かあったら入院だとか、うちで見られないから

施設だとかではなく、在宅でいろいろなサービスを組み合わせながら生活す

ることができるんだよということをもうちょっと知っていただくことが、使

いやすさや利用率のアップに繋がっていくのではないかという議論がなされ

ています。そこは課題かなと思っています。 

岩波委員：そうですね。この利用率を見ると増加しているんだけれども、そこ

を埋める形の中で、例えば食費が高いだとか宿泊費が高いだとか、そういう

ふうな原因なのかなと思って、お分かりする範囲の中で教えていただければ

と思いご質問いたしました。 

魚躬事業指導係長：木内地域包括ケア推進担当課長からの報告同様、事業者の

運営推進会議にてご指摘のようなことも現場の皆様とお話させていただいて

おります。小規模多機能及び看護小規模多機能型居宅介護については、複数

の介護サービスの利用について、ケアマネジメントが大変ということで、ご

意見をいただいております。活用について具体的にどういった方たちにこの

サービスが適しているか、必要な形でのサービス提供や、医療機関等の連携

も含めまして、周知をして適切な方にご提供できるようにすることで事業者

への還元になるのかなという話をさせていただいております。 

  以上です。 

岩波委員：どうもありがとうございました。 

平岡委員長：ありがとうございました。 

  事業者もその辺りのことはいろいろ考えるとは思うんですけれども、現場の

声ということで、事業者の関係の委員の方、あるいは小川原センター長、もし

ご存じでしたら一つ教えていただければと思いますが、いかがでしょうか。 

  特にないということでしたら結構でございます。 

青山委員：よろしいですか。 

平岡委員長：どうぞ。 
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青山委員：先ほども申し上げましたけど、看護多機能の場合は、現在、実質的

には競合するのが病院もしくは、やっぱり入居施設なんですよね。キーマン

で支える方がいないとか老老介護の状態、もしくは独居の方の場合はほぼ県

外とか地方にそのキーマンが住まわれているような場合、通所で支えるとい

うことの意義がやはりなかなか理解していただけなくて、常に施設入所に安

心だからということで運ばれてしまう。そうすると、せっかく通所の中間施

設ですね、通所施設として持っているはずの看護多機能の機能を生かすため

に、自らがそのすぐ近くに入居施設を造らなければ看護多機能が充足しない

というふうな状態が生まれてしまうんですね。多分制度の目的からすると、

その入居施設を看護多機能の横に造るということ自体が、趣旨を外している

ような微妙な感じはするんですが。実態としては運営が黒字で回っているよ

うな知り合いの看護多機能の事業所もそうですが、大体同じ建物の中に入居

施設があるとか、サービス付き高齢者向け住宅とかを併設していて、それで

下で看護多機能を利用するみたいな、そういう形のサービスでないと実態と

してはなかなか機能しないということがあります。先ほど言った継続性に本

当に担保ができるのだろうかという心配は、特に文京区の場合は地価も高い

ので、ご高齢の方が在宅で独居で住まわれているときに、そこを維持しなが

ら通所を使っていただけるかというのがなかなか難しい問題かなというふう

に感じて、そのサービスをせっかく始めても運用が途中で途切れてしまうよ

うなことがないようにするためのサポートなどが必要かなというのを感じて

いました。 

平岡委員長：ありがとうございました。 

木内地域包括ケア推進担当課長：ありがとうございます。もっとお時間をいた

だいてご意見を賜りたいなと思う内容なんですけれど、別の部会で認知症の

方についてのお話の中で、実は独居で日常生活自立度Ⅱa以上の認知症の方と

いうのはどのぐらい地域にいらっしゃるのだろうか。数は概数しか出てこな

いんですけれども、ほぼ８割ぐらいを超える方が認知症のⅡa以上で独居で在

宅でいらっしゃるということが想定されるんですね。それらの方は、ご家族

がいらっしゃる方ですと、やっぱり心配だから施設にとか、ちょっと何かあ

ったら入院にというふうに動きがちなんですけれども、一人暮らしなので何
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とか周りの方に支えていただきながら地域で生活している。そういう方たち

ができるだけレベルを落とさないで自分で生活できるためにはやっぱり小多

機であったり看多機であったりはすごく重要な資源かなというふうに認識し

ています。 

  ただ、繰り返しになってしまうんですけれども、そういうサービスをうまく

使っていくというところまでがまだ結びついていないので、そこを行政が主導

になるのかとは思うんですけれども、使っていただくための啓発であったり、

あとは少しお知恵をいただいたりという取組が喫緊の課題であるかなとは思っ

ております。 

平岡委員長：ありがとうございました。貴重なご意見ということで受け止めて

いただいて、今後の検討のテーマにしていただけると思います。確かに、独

居の高齢者が増えていく中で、文京区の地域特性を踏まえてこういうサービ

スが有効に活用できるようにするにはどうしたらいいか、重要な検討課題だ

と思います。 

  この件で、そのほかにご意見はございますか。 

  では、この議題についてはよろしいでしょうか。 

 

３ その他 

 

平岡委員長：本日の議題は以上ということになりますが、その他何かご発言は

ございますでしょうか。 

  どうぞ。 

片岡委員：話し合いの片岡と申します。 

  ちょっと遅れてしまったんですけれども、資料第４号の４番、「あしつよ・

文京」について教えていただきたいと思います。担当していらっしゃる方で、

コロナの時期に骨折のまま、手術なしに曲がったまま足が固まって短くなった

方がいらっしゃいます。日常生活は車椅子をご利用で、自宅で生活してらっし

ゃいますが、改善のために何か、あしつよが足に特化して機器を利用されてい

るようなものなんでしょうか。ちょっとお伺いしたいと思います。 

平岡委員長：お分かりになりますか。どうぞ。 
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木内地域包括ケア推進担当課長：すみません。私のほうでは、特化してそこを

得意としてやっている事業者さんかというのが分からないんですけれども。 

  小川原委員またはあ・むろケアプランの後藤委員辺りで、もし情報をお持ち

でしたらお願いいたします。 

平岡委員長：どうぞ。 

後藤委員：よろしいですか。ケアマネジャーをやっているので、説明をさせて

いただければと思います。 

  こちらは、あしつよさんというような名前で、特に足腰が強くなって元気に

なれるよ、元気でいられるよというイメージの名前でされていますけど、ほか

の地域密着型サービス事業者のリハビリ型デイサービスと基準的にはほぼ同じ

で、提供するリハビリテーション、あとリハビリに対しての機材や人員配置と

かも大体同じです。ここにあるＧＥＮＫＩＮＥＸＴさんとか虎ＳＵＮさんとか

とも、それぞれ大まかなところは同じようなサービスを提供してご料金も同じ

というところです。いろんな名前をアイデアでつけられて、その一つがインパ

クトのある「あしつよ」という名前にされたんだと思います。そんなご説明で

大丈夫でしょうか。 

片岡委員：分かりました。ありがとうございます。 

平岡委員長：ありがとうございます。個別の利用者の方については、必要があ

れば直接ご相談いただければと思います。 

  どうぞ、岩波委員、お願いします。 

岩波委員：すみません。私のほうからご報告という形でよろしいでしょうか。 

平岡委員長：どうぞ。 

岩波委員：まず、先日の11月17日に、文京区のＲＵＮ伴というイベントを開催

いたしました。いわゆる認知症の方、家族、その方たちと事業者、それと地

域の人たちがたすきをつなぐという活動だったんですけれども、245人の方が

参加されて、最高年齢は丸山町会の会長さんで、たすきを渡していただいた

というふうに報告を受けています。その運営に当たり、区役所の方が参加し

たり、支援していろいろバックアップしていただきました。また、委員の

方々にも協賛していただき、または参加していただき、マツケンサンバも踊

っていただくというふうなことで、大いに盛り上がった次第でございます。
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この場をお借りしまして、ＲＵＮ伴の実行委員会の一員として、お礼を申し

上げさせていただきたいと思ってご発言させていただきました。 

  以上でございます。 

平岡委員長：ありがとうございました。 

  それでは、そのほか何か。 

  どうぞ。 

木内地域包括ケア推進担当課長：事務局のほうから最後、２点ほどご説明させ

ていただきたいと思います。お手元の資料をご覧ください。 

  一点目は、参考資料第１号の令和６年度上半期のあんしん相談センターの事

業実績の報告について、ホチキス留めでお配りしてございます。全部はご説明

する時間がないので、かいつまんでご報告いたします。 

  一つは、１ページ目の下の総合相談について、全般的には昨年度の同時期と

おおむね同じような傾向にあるかなと思います。少し毛色が違うかなと思うの

が、（２）の相談実人数のところです。表の一番右下が93.7％、昨年の同じ頃

と比べますと実人員は若干ポイント数が下がっているんですけれども。裏面２

ページをご覧いただいて、（３）が相談ケースの延べの件数になるかと思いま

す。ここは昨年度と同じぐらいの割合で件数が上がっています。延べ件数につ

いては前年度と同じくらいとなっていますので、何が言いたいかというと、１

回、２回で終わる方ではなく、３回、４回繰り返しの支援が必要な方が去年よ

りは増えているかなということが分かります。 

  それから、３ページのところの（５）相談内容ですけれども、令和３年度、

令和４年度、令和５年度と比較で載せてございますが、総合相談の上から４つ

目の認知症のところですね。これが年々ポイント数が上がってきているかなと

いうふうに見えます。 

  それから、最後、４ページになりますけれども、困難ケースの対応を（７）

として載せてございます。多いのはやはり認知症の方の対応、それからオが受

診・入所支援ということで、ご家族等が遠方にお住まいでご依頼できないよう

なお一人暮らしの当事者の方がいらっしゃると、高齢者あんしん相談センター

のほうで対応したりしますけれども、そういう方々が多いのかなというところ

です。 
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  それから、（８）緊急時対応がウの救急搬送と、あとはエのひとり暮らし等

高齢者の生死に関する安否確認を行うような訪問連絡が多い状況が続いている

かなというのがこちらの表になります。 

  2点目のご報告が、高齢者あんしん相談センター富坂の一時移転につきまし

て、場所が確定しましたのでお知らせいたします。地図が入った資料となりま

す。 

＜木内地域包括ケア推進担当課長より当日配布資料の説明＞ 

平岡委員長：ありがとうございました。 

  ２点のご報告について何かご質問、ご意見があれば。 

  どうぞ。 

飯塚副委員長：２点ございます。 

  １点は、参考資料第１号４ページの（９）実態把握調査のところで、ずっと

これはそうなんですけれども、本富士の人数がだけがほかに比べると非常に少

ないんですよね。これは、カウントの仕方がここだけ違うんじゃないかと思う

んですけれども。これを確認していただきたいです。 

木内地域包括ケア推進担当課長：ありがとうございます。確認いたします。 

飯塚副委員長：もう一点。 

  ここのところ、特別養護老人ホームの運営法人が変わったりとか、また来年

の何月でおしまいとか、千駄木の郷がというような話。また、氷川下の介護老

人保健施設がなくなるとかという、本当に介護保険が始まるときから一生懸命

頑張った法人がどんどんなくなっています。じゃあ、なくなって入所する人た

ちが少ないからそれでいいのかと思うと、新しい特別養護老人ホームもできて

います。皆さんやはり新しいところのほうがよくて、そちらのほうの入所を願

うから、古いところは敬遠されてくる。そうすると成り立たない。そんな構図

ができているのかなと思って非常に懸念しております。入居された方にとって

施設は自分たちのついの住みかなんですよ。自分たちの意見も何もなく、「は

い、あちらへ行ってください」「こちらへ行ってください」。そういう話にな

ると、何のために文京区にその法人が参入したのか。社会に貢献するというこ

とがうたわれております。やはり、特別養護老人ホームだとか大きい箱ものを

指定するときには、そういうことも文京区のほうでしっかりと確認した上で指
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定を出していただきたいと思っております。 

平岡委員長：ありがとうございました。 

  どうぞ、何か説明いただけることはありますか。 

木内地域包括ケア推進担当課長：ありがとうございます。 

  これから、また新たな特別養護老人ホームの法人さんについては選定作業が

始まっていきますので、今いただきましたご意見も十分心に留めながら対応し

ていきたいと思います。ありがとうございます。 

平岡委員長：よろしいでしょうか。 

  では、次回の委員会の開催について、事務局よりお願いします。 

木内地域包括ケア推進担当課長：ありがとうございます。 

  令和６年度第４回の委員会、年度内最後になりますけれども、３月頃の開催

を予定しております。日程につきましては、改めてご案内させていただきたい

と思います。お忙しい時期となりますが、次回もご参加のほどよろしくお願い

いたします。 

 

４ 閉会 

 

平岡委員長：ありがとうございました。 

  本日は議事進行にご協力くださいまして、ありがとうございました。 

  以上をもちまして閉会いたします。 

 


